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母

論

地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
批
剣
す

汐

見

郎

第

紺

言

拙
稿
「
地
方
財
政
の
改
革
」
は
、
我
閣
の
地
方
財
政
の
現
肢
を
遮
ぶ
る
と
共
に
、
地
方
財
政
改
革
案
の
一
た
る
内
、

務
省
提
案
の
地
方
財
政
調
整
交
付
金
に
封
し
四
賠
に
わ
た
り
忌
障
な
き
批
判
を
加
へ
に
の
で
あ
つ
に
。
然
る
に
内

務
省
に
於
て
地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
立
案
せ
し
責
任
者
の
・
一
人
た
る
永
安
百
治
事
務
官
が
在
の
批
判
じ
劃
し
一

々
詳
細
な
る
論
躍
を
加
へ
ら
れ
た
の
で
あ
L
。
前
掃
の
拙
稿
は
餅
り
に
詫
明
が
簡
草
に
過
ぎ
意
の
壷
き
ま
る
所
が

少
〈
な
〈
、
而
し
て
永
安
事
務
官
の
論
文
に
よ
h
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
輪
腕
が
一
層
明
瞭
に
な
っ
た
か
ら
、

本
稿
に
於
て
は
永
安
事
務
官
の
論
取
に
答
ふ
る
と
共
に
地
方
財
政
調
整
交
付
金
制
度
に
闘
し
少
し
く
詳
細
に
私
見

を
明
か
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

永
去
事
務
官
が
拙
稿
に
謝
し
て
な
さ
れ
た
論
駁
は
次
の
四
酷
で
あ
る
。

地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
批
舛
ナ

第

披

第
三
十
六
巻

凹
九
五

五

本誌、第三十六巻第 a 披。
地方財政調整交lす金制度に就て〈自治研究第九巻第二披〉2) 



地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
批
州
ナ

第
三
十
六
巻

四
九
六

第一-一競

五
四

第
一
、
本
制
度
を
採
用
せ
ん
と
す
る
動
機
で
あ
る
。
在
は
此
の
動
機
を
最
近
の
圃
税
改
草
が
田
舎
の
附
加
税
枇

入
を
減
じ
、
回
合
の
地
方
財
政
を
苦
し
め
た
の
で
是
を
匡
正
す
る
矯
め
な
る
が
如
く
推
測
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、

永
安
事
務
官
は
そ
う
で
な
い
と
云
は
れ
る
の
で
問
題
は
消
滅
し
て
ゐ
る
。

第
二
、
交
付
金
の
使
途
を
限
定
す
る
と
同
時
に
園
費
左
地
方
費
と
の
限
界
、
地
方
費
の
内
容
に
就
い
て
根
本
的

の
方
策
を
講
や
る
と
云
ふ
在
の
意
見
に
調
し
之
を
理
論
上
及
貫
際
上
の
理
由
よ
り
否
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
一
ニ
、
交
付
金
の
制
限
を
量
的
方
面
に
求
め
る
事
を
私
川
主
躍
し
た
る
に
潤
し
、
本
制
度
は
此
の
鮎
を
充
分
顧

!
'
:
・
}
'
r
r
-
t
t
;
レ

l

)
伊

}

》

鵬
し
吋

h

副
社
冶
カ
ら
調
U
ョ
市
出
現
む
し
'
と
お
り
わ
6
0一
司
法
，
乙
t

第
四
、
我
国
の
国
家
財
政
及
び
地
方
財
政
の
組
織
全
憶
と
地
方
財
政
調
整
交
付
金
と
の
閉
じ
一
つ
の
有
機
的
檀

系
を
設
け
る
事
を
主
張
し
た
る
に
封
し
、
之
は
観
念
論
か
又
は
観
念
論
以
下
の
も
の
な
り
と
云
は
れ
る
の
で
あ

る。
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
在
が
誤
解
し
た
様
子
で
あ
る
か
ら
之
を
撤
回
し
て
置
く
。
但
し
此
の
種
の
議
論
が
往

々
行
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
此
の
際
を
機
舎
に
諜
併
を
一
掃
し
て
置
き
た
い
、
即
ち
最
近
の
我
国
の
国
家
財
政
は
回
合

の
人
々
の
負
携
を
軽
く
す
る
様
に
努
力
し
て
耽
制
を
改
革
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
此
の
改
革
は
相
営
の

程
度
ま
で
其
の
目
的
を
達
し
た
が
未
ピ
充
分
で
な
い
、
此
の
交
付
金
が
遁
嘗
に
行
は
る
と
き
に
は
田
舎
の
人
々
の

負
携
は
一
層
軽
〈
す
る
事
と
な
る
で
あ
ら
う
。
国
税
改
革
が
田
舎
の
人
を
苦
し
め
た
の
を
安
付
金
が
救
ふ
と
云
ふ

の
で
な
く
、
国
税
改
革
で
未
だ
充
分
回
合
の
人
の
負
曜
を
軒
〈
出
来
な
か
っ
た
の
を
、
交
付
金
が
一
屠
瞳
く
す
る



事
と
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
、
第
三
、
第
四
の
問
題
に
つ
い
て
は
永
安
事
務
官
の
論
騒
が
め
っ
た
に
拘
ら
や
私
は
固
く
自
設
を
維
持
し

た
い
。
先
づ
論
駁
に
答
ふ
る
前
に
吏
付
金
が
我
が
地
方
財
政
に
如
何
な
る
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
か
を
明
か
に
し
、

衣
に
本
問
題
に
移
り
た
い
の
で
あ
る
。

第
ニ

国
庫
補
助
旋
交
付
金
の
現
献

我
闘
の
地
方
財
政
の
現
般
市
乞
明
か
に
す
る
殺
め
に
地
方
歳
入
を
税
牧
入
と
税
外
牧
入
と
の
二
つ
に
分
ち
其
の
韓

化
佐
知
る
事
が
出
来
る
。
試
み
に
地
方
歳
入
を
税
収
入
と
税
外
収
入
と
に
分
ら
、
更
に
枇
外
牧
入
を
財
産
収
入
と

使
用
料
及
手
数
料
と
補
助
及
交
付
金
と
寄
附
金
と
公
債
と
前
年
度
繰
越
金
と
其
他
諸
牧
入
と
の
七
つ
に
分
ち
第
一

表
を
得
た
の
で
あ
る
。
第
一
表
に
於
て
は
大
正
十
一
年
と
昭
和
二
年
と
昭
和
七
年
と
の
貫
教
を
一
不
す
と
共
に
大
正

十
一
年
の
敷
字
を
百
と
す
る
指
数
を
作
り
比
較
を
便
に
し
た
の
で
あ
る
。

第
士
宮
地
方
歳
入
科
邑
別
比
較
表

イ
ι

賞

(
単
位
千
困
)
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皮

地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
批
舛
ナ

第
三
十
六
巻

第

務

四
九
七

五
五

昭和七年度地方財政機要。3) 



地
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付
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よ
〈
地
方
財
政
で
地
方
税
の
膨
脹
を
設
〈
人
が
あ
る
が
地
方
税
金
曜
と
し
て
は
減
少
の
傾
向
を
示
し
て
ゐ
る
。

之
に
反
し
税
外
股
入
は
漸
究
増
加
し
そ
の
中
で
も
使
用
料
、
手
数
料
と
補
助
及
交
付
金
の
増
加
容
が
断
然
他
を
腫

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
.
補
助
及
交
付
金
の
中
に
は
国
庫
補
助
金
の
外
に
道
府
牒
補
助
金
を
合
み
又
幽
庫
補

助
金
と
し
て
も
遁
府
牒
を
通
じ
て
市
町
村
に
補
助
し
て
ゐ
る
も
の
が
め
る
か
ら
、
此
等
の
合
計
数
字
を
以
て
圃
庫

補
助
金
及
交
付
金
が
其
れ

f
け
増
加
し
た
と
云
ふ
事
が
出
来
な
い
の
で
め
る
。
故
に
第
二
表
に
於
て
は
道
府
鯨
歳

入
よ
り
園
庫
下
渡
金
と
圃
庫
補
助
及
補
給
受
付
金
と
の
ニ
つ
を
運
び
、
市
歳
入
よ
り
国
税
徴
牧
交
付
金
と
圃
庫
下

渡
金
と
園
庫
補
助
金
主
の
三
つ
を
選
ぴ
、
町
村
歳
入
よ
り
圃
庫
下
渡
金
と
国
税
徴
牧
交
付
金
と
国
庫
補
助
金
主
の



三
つ
を
選
び
、

号ラ

以
上
の
入
つ
を
合
計
し
て
副
庫
よ
り
地
方
圃
韓
へ
補
助
交
付
し
て
ゐ
る
金
額
含
示
し
た
の
で
あ
る
。

年

十

年.11' 

A
J
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日
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宇
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正
寸・

再三

二
、
一
九
八
九
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占
口
六

、
六
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回
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、
;>，己

以
上
の
諸
事
買
を
見
る
に
、
園
庫
が
道
府
瞬
、

七
三
=
一
八

入、=一一

5

八
、
刊
さ
豆
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幽
八

三
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口
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E
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Cコ、-
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一
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ニ
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4
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国
人
、
[
)
一
元

(
屯
、
且
ニ
ん

ー一 一・ ，守
J、 フ匂 二二 二三

三，，-吉会主

，.，-.......孟ー二三ーl a 

六
一
、
五
{
〕
回

九
{
〕
、
八
八
八

} 、
= 
主主

~ 

内
山
、
八
{
〕
五

六
五
、
門
口
一
一
ハ

一
五
一
、
己
完

耳
目
、
六
七
一

市
町
村
の
地
方
圏
韓
に
補
助
し
て
ゐ
る
金
額
は
相
官
の
額
に
上

日
日
~
、
口
=
己

日
日
中
、
口
ぃ
完

っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
強
想
額
は
約
五
千
九
百
万
固
に
上
っ
て
ゐ
る
か
ら
本
制
度
が
探

地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
批
列
ナ

一一内、八{〕五

一一、，、コユ一

プ

4

C

二
-

玉
、
五
一
市

占
玉
、
八
九
六

一
問
、
一
九
九

占
一
、
玉
三
一
一
-

一
回
、
七
口
六

占
一
、
八
二
宮

第
三
十
六
巻

四
九
九

第

務

五
七



地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
批
列
ナ

第
三
十
六
巻

五

0
0

第

銃

五
八

用
せ
ら
れ
る
と
、
国
庫
が
地
方
に
補
助
す
る
金
額
の
増
加
す
る
勢
を
一
屠
強
め
る
事
と
な
る
罪
で
あ
る
。
而
し
て

数
字
の
上
か
ら
一
冨
つ
で
も
決
し
て
軽
々
に
扱
ふ
事
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

第
三

地
方
財
政
調
整
突
付
金
の
制
限

私
は
前
稿
に
於
て
、
地
方
財
政
調
整
交
付
金
に
劃
し
第
一
に
は
質
的
方
面
に
於
て
第
こ
に
は
量
的
方
面
日
於
て

制
限
佐
設
く
る
の
必
要
ぞ
力
説
し
た
の
で
あ
る
が
、
永
安
事
務
官
は
在
と
は
正
反
割
の
意
見
含
有
し
て
ゐ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
而
し
て
日
〈
「
地
方
費
の
整
理
は
云
ふ
べ
く
し
て
行
は
れ
な
い
、
叉
地
方
費
の
内
容
の
整
理
の
如
き

も
、
其
の
行
ひ
得
る
も
の
は
数
年
来
の
財
政
緊
縮
に
依
り
既
に
貴
行
せ
ら
れ
で
ゐ
る
」
と
。
日
〈
「
交
付
金
の
使

途
を
限
定
し
な
い
事
が
本
制
度
の
特
徴
で
あ
っ
て
、
他
の
補
助
金
奨
励
金
等
と
趣
を
異
に
す
る
所
以
で
あ
る
」
と
。

更
に
日
〈
「
本
制
度
に
於
て
は
、
其
の
総
額
は
之
を
固
定
せ
守
し
て
国
税
の
増
減
に
因
り
自
然
に
調
節
せ
ら
る
る

の
み
な
ら
や
其
の
財
源
を
特
定
し
て
ゐ
る
潟
め
に
国
家
財
政
を
陣
一
遁
す
る
こ
と
な
き
は
勿
論
.
帰
来
交
付
額
の
晴

加
要
求
が
起
つ
で
も
、
本
制
度
の
方
針
を
維
持
す
る
限
hJ
に
於
て
は
特
定
財
源
を
捻
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
左

左
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
。
永
安
事
務
官
は
か
く
筒
草
に
片
付
け
て
ゐ
ら
れ
る
が
、
割
払
は
此
等
の
諸
貼
に
依

然
疑
問
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
私
が
疑
問
を
有
す
る
所
以
は
義
務
敢
育
費
圃
庫
負
櫓
金
制
度
の
現
賦
よ
り

出
費
す
る
の
で
あ
る
。

第
一
に
安
付
金
の
質
的
限
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。
在
の
意
味
は
地
方
費
の
整
理
を
充
分
に
行
ひ
而
も
街
地
方
圏



睡
が
普
通
の
歳
入
で
は
負
携
し
切
れ
や

J

制
限
外
課
税
を
行
か
戸
数
割
を
増
牧
し
て
ゐ
る
場
合
に
此
等
の
租
税
負
携

を
財
政
調
整
受
付
金
で
軽
減
せ
よ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
此
の
事
は
永
安
事
務
官
で
も
恐
ら
く
同
戚
で
あ
ら
う
。
本

交
付
金
は
其
の
名
が
地
方
財
政
調
整
交
付
金
で
あ
る
。
目
的
は
地
方
税
の
軽
減
で
あ
る
。

し
、
ど
う
と
も
地
方
財
政
が
動
か
な
く
な
っ
た
の
を
本
交
付
金
で
蓮
轄
し
て
行
か
う
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
此
の
意

地
方
費
を
整
理
し
壷

味
に
於
て
在
は
本
交
付
金
の
目
的
に
賛
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
つ
使
途
は
限
定
す
る
必
要
が
な
い
」
「
地

方
聾
の
整
理
は
一
五
ふ
べ
く
し
て
行
は
れ
な
い
」

L
」
云
ふ
様
な
立
前
か
ら
出
畿
し
て
行
つ
て
は
交
付
金
の
前
途
は
憂

慮
に
堪
へ
な
い
。
交
付
金
を
右
か
ら
左
へ

E
不
急
事
業
に
営
て
る
、
制
限
外
課
税
及
び
高
額
の
戸
数
割
は
依
然
主

レ
γ，点
hv-
枇
欣
寸

6
.
附
し
一
γ
特
別
町
村
と
し
で
究
付
金
な
餅
計
貰
ふ
、
者
し
か
か
る
現
象
炉
行
は
れ
ば
自
力
疋

生
は
何
虞
に
之
を
求
め
る
事
が
出
来
よ
う
か
。
在
の
云
ふ
交
付
金
の
制
限
と
地
方
費
の
整
理
と
云
ふ
の
は
之
を
指

し
て
ゐ
る
。
股
鑑
は
遠
か
ら
争
、
義
務
教
育
費
圃
庫
負
摺
金
制
度
を
見
よ
。
尋
常
小
準
校
の
教
員
の
俸
給
約
一
一
億

五
千
万
国
の
金
額
の
中
で
、
昭
和
六
年
度
は
八
千
五
百
万
固
を
園
庫
が
負
携
し
昭
和
七
年
度
に
は
買
に
九
千
七
百

万
国
を
補
助
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
或
る
町
村
の
却
さ
は
昭
和
六
年
度
に
は
散
員
俸
給
の
九
割
八
八
?
を
受

取
り
昭
和
八
年
度
に
は
俸
給
額
以
上
を
受
取
る
事
と
な
っ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
義
務
激
育
費
国
庫
負
捲
金
の
名

あ
っ
て
も
其
の
買
は
失
は
れ
て
仕
舞
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
況
ん
や
財
政
整
理
交
付
金
の
如
き
漠
然
仁
る
名
稗
を

院
し
「
地
方
費
整
理
は
云
ふ
べ
〈
し
て
行
は
れ
な
い
」
と
「
交
付
金
の
使
途
を
限
定
し
な
い
の
が
本
制
度
の
特
徴

で
あ
る
」
正
の
二
つ
の
命
題
を
立
法
者
意
志
で
示
す
と
な
る
と
、
府
来
我
が
財
政
に
及
ぼ
す
悪
影
響
は
義
務
敬
育

地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
批
州
ナ

第
三
十
六
巻

'fi 
O 

第

披

五

九



地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
批
列
す

第
一
一
一
十
六
巻

:rl: 。

第

披

O 

費
国
庫
負
捲
制
度
よ
り
大
な
る
も
の
が
め
る
。
此
の
勤
は
特
に
永
安
事
務
官
の
考
慮
ぞ
煩
し
に
い
の
で
あ
る
。

第
二
は
交
付
金
の
量
的
制
限
で
あ
る
。
「
交
付
金
の
線
額
は
固
定
せ
や
し
て
国
税
の
培
械
に
悶
句
自
然
に
調
節
せ

ら
れ
る
」
と
云
っ
て
ゐ
ら
れ
る
が
ぞ
ん
な
に
具
合
良
〈
勤
〈
も
の
で
め
ら
う
か
。
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
財
源

と
し
て
第
一
に
第
二
種
所
得
税
の
増
徴
完
君
、
第
二
に
責
本
利
子
税
の
増
徴
{
十
割
)
、
第
三
に
相
績
粧
の
増
徴
(
五

制
)
、
第
四
に
者
修
税
の
新
設
が
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
第
四
は
金
〈
見
込
が
つ
か
な
い
か
ら
、
前
の
三
者
に
つ
い

て
考
へ
て
見
ょ
う
。

試
み
に
前
ゴ
一
閣
の
祖
憐
欣
入
佐
昭
和
年
間
口
つ
い
℃
調
ペ
る
と
第
三
表
伝
得
る
の
で
あ
る
。

第
一
晶
表

地
方
財
政
関
副
賞
京
付
金
財
源
の
税
の
費
動
表

(
車
位
千
困
)

キ目

O 
O 
"'h: 

第
二
種
所
得
税

一
資
本
利
子
枕

績

税

昭
和
一
年

れ
)
、
九

C 

同 同 同 同 同

」ー 五 tL] ノ、
年 年 年 年年
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第
二
種
所
得
税
と
資
本
利
子
税

k
は
除
り
麗
勤
し
な
い
が
.
第
二
一

ω財
源
た
る
相
槙
税
の
方
面
に
は
可
な
り
の

動
揺
が
あ
る
。
財
源
た
る
園
税
牧
入
の
盤
動
に
臆
じ
て
麗
動
す
る
の
が
本
交
付
金
の
立
前
で
あ
る
が
「
財
源
た
る



此
等
の
圃
枕
牧
入
額
」
と
「
地
方
財
政
が
交
付
金
を
必
袋
と
す
る
額
」
と
が
同
一
比
例
か
又
は
少
く
と
も
同
一
方

向
に
進
な
も
の
で
め
ら
う
か
。
此
の
雨
者
が
歩
調
を
共
に
す
れ
ば
自
然
に
調
節
出
来
る
が
、
此
等
の
国
税
牧
入
が

少
く
な
る
に
拘
ら
守
交
付
金
FT
要
求
す
る
金
額
が
大
と
な
っ
た
時
に
は
人
潟
的
に
調
節
す
る
必
要
が
起
る
。
こ
の

時
に
地
方
圏
韓
は
黙
し
て
辛
抱
す
る
か
或
は
国
庫
に
要
求
を
起
す
か
の
問
題
が
起
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
亦
量
的
制

限
に
つ
き
・
水
安
事
務
官
の
御
研
究
会
煩
し
だ
き
事
貫
で
あ
る
。

第
四

地
方
財
政
調
整
一
交
付
金
と
他
の
財
政
制
度
と
の
闘
慌

富
国
刀
誕
渇
立
、

i
l
1
1
1
1
 
明
闘
の
幽
家
対
政
比
ぴ
地
方
対
炊
の
組
織
全
槽
?
と
地
方
財
吹
調
密
交
付
金
と
の
関
係
に
つ
き

起
し
た
も
の
で
あ
る
。
財
視
を
者
修
税
の
外
に
第
二
種
所
特
税
と
資
本
利
子
税
L
」
相
績
税
k
の
三
つ
の
政
利
枕
に

求
め
た
賠
が
第
一
の
問
題
で
あ
る
。
更
に
其
の
配
分
が
濁
特
の
方
法
に
よ
り
て
交
付
せ
ら
れ
他
の
圃
庫
補
助
金
左

の
聞
に
何
等
の
合
理
的
蓮
絡
が
な
い
事
が
第
二
の
問
題
で
あ
る
。

財
源
問
題
に
闘
し
て
永
安
事
務
官
は
在
の
意
見
を
観
念
論
又
は
観
念
論
以
下
の
も
の
と
断
定
し
て
ゐ
ら
れ
る
が

遺
憾
乍
ら
業
の
意
味
を
理
解
す
る
事
が
出
来
な
い
。
永
支
事
務
官
は
、
砂
く
と
も
牧
利
枕
に
閥
す
る
隈
hJ
に
於
い

て
、
交
付
金
主
義
を
理
想
と
せ
ら
れ
る
か
、
又
は
附
加
税
制
度
を
原
則
と
し
て
ゐ
ら
れ
る
か
、
又
は
雨
者
の
折
哀
を

目
的
と
し
で
ゐ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
「
携
税
力
の
傍
搭
の
捕
捉
」
な
る
も
の
が
附
加
税
主
義
の
場
合
と
地
方
財
政

調
整
交
付
金
と
の
場
合
に
よ
っ
て
地
方
民
の
負
携
に
及
ぽ
寸
影
響
を
具
に
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
園
家
財
政
及
び

地
方
財
政
調
韓
交
付
金
を
批
州
ナ

第
一
一
一
十
六
巻

。

第

五""

~'. 
ノ、



地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
批
剣
ナ

第
三
十
六
巻

第

盟主

五

O
四

」ー
ノ、

地
方
財
政
の
大
な
る
組
織
を
国
捕
に
運
用
し
て
行
く
の
が
私
の
目
的
で
あ
っ
て
本
安
付
金
の
如
き
は
此
の
大
目
的

の
前
に
あ
っ
て
は
一
つ
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
行
政
家
の
立
場
と
し
て
は
容
易
に
貫
現
出
来
る
手
段
を

非
常
に
重
要
親
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
花
と
し
て
は
日
本
の
財
政
金
鰹
を
先
づ
眼
中
に
置
き
金
瞳
と
部
分
と

を
如
何
に
調
和
す
べ
き
か
を
考
へ
、
保
理
の
良
〈
通
っ
た
制
度
を
採
用
し
た
い
の
で
あ
る
。
地
方
財
政
調
整
交
付

金
の
制
度
を
主
張
す
る
事
と
国
税
障
系
と
地
方
税
糟
系
と
の
閥
係
を
考
慮
す

'o事
と
は
決
し
て
雨
立
し
得
な
い
命

題
で
は
な
い
、
否
寧
ろ
幽
枕
惜
系
と
地
方
税
関
系
と
の
調
和
を
一
計
る
と
こ
ろ
に
本
交
付
金
制
度
の
使
命
が
存
し
て

ゐ
る
の
で
あ

γ

る。

第
二
は
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
配
分
方
法
に
闘
す
る
問
題
で
あ
る
。
永
支
事
務
官
は
此
の
貼
に
就
い
て
も

「
他
の
補
助
金
の
類
と
は
会
〈
目
的
を
具
に
す
る
に
拘
ら
守
之
を
同
様
の
も
の
と
誤
解
せ
ら
れ
た
事
か
ら
生
じ
た

疑
問
で
あ
る
」
と
一
蹴
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
問
題
は
し
か
く
簡
撃
で
な
い
。
現
に
昭
和
七
年
八
月
に
示
さ
れ
に
「
地

方
財
政
調
整
交
付
金
制
度
要
綱
案
」
な
る
も
り
に
は
.
義
務
敬
育
費
国
庫
負
鱈
金
中
特
別
市
町
村
に
軒
す
る
査
討

金
を
包
合
し
て
ゐ
た
で
は
な
小
か
。
此
の
事
は
園
家
よ
り
地
方
圏
瞳
へ
交
付
す
る
補
助
金
の
内
に
も
財
政
調
整
切

目
的
を
有
す
る
も
の
の
あ
る
事
を
暗
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
他
の
補
助
金
に
し
て
配
分
方
法
の
営
の

得
な
い
色
の
の
あ
る
事
に
就
い
て
は
三
好
事
務
払
が
義
務
敢
育
費
中
小
畢
校
教
員
の
恩
給
費
、
警
察
費
に
就
い
て

遁
べ
ら
れ
た
慮
で
も
明
か
で
あ
ら
う
。

我
が
固
の
固
費
と
地
方
費
と
の
閥
係
は
長
年
月
の
歴
史
ぞ
鰹
て
畿
運
し
た
も
の
で
あ
っ
て
決
し
て
理
論
的
に
構

成
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
な
く
業
の
聞
に
矛
盾
の
存
す
る
事
は
否
定
し
難
事
事
責
で
あ
る
。
永
安
事
務
官
が
地
方
財

肖予告研究第八巻第八披。
園費地方費の頁橋区分に関する若干の考察(白泊研究第七巻第八君主)

4) 
5) 



政
調
整
交
付
金
の
配
分
方
法
を
推
奨
し
て
ゐ
ら
れ
る
の
は
、
他
の
補
助
金
の
配
分
方
法
に
験
結
の
あ
る
事
を
織
り

込
ん
で
之
を
是
正
せ
ん
と
し
て
本
交
付
金
の
猫
得
の
配
分
方
法
を
考
へ
ら
れ
に
鶏
め
で
あ
る
か
、
又
は
他
の
補
助

金
の
配
分
方
法
は
修
正
の
必
要
な
し
と
前
提
し
本
交
付
金
の
み
に
つ
き
理
想
的
の
配
分
方
法
を
案
出
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
か
、
此
の
間
の
消
息
を
明
か
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

市
町
村
義
務
教
育
費
幽
庫
負
措
金
の
配
分
方
法
に
も
見
る
露
で
あ
る
が
、
地
方
財
政
調
整
交
付
金
は
一
般
交
付

金
会
蚕
の
一
)
と
資
力
薄
弱
圃
韓
交
付
金
(
約
一
一

a

分
白
一
)
と
特
別
困
韓
交
付
金
と
の
三
つ
に
分
れ
る
。
財
政
調
整
の
目

的
を
蓮
す
る
矯
め
に
此
等
の
三
つ
に
分
つ
事
の
良
否
が
先
決
問
題
と
な
る
。
衣
に
こ
の
三
種
の
交
付
金
の
内
で
最

も
巨
額
を
山
め
る
資
力
部
弱
閏
鴨
安
付
金
の
配
分
方
法
に
就
き
特
種
の
方
法
ヤ
探
用
し
℃
ゐ
る
ぷ
暇
hJ
に
道
府
牒

に
就
い
て
見
れ
ば
責
力
薄
弱
国
韓
交
付
金
は

一
、
直
接
国
税
及
び
自
作
農
地
見
租
額
の
合
計
額
の
一
人
平
均
額
が
全
国
平
均
に
蓮
せ
ゴ
る
道
府
牒
に
於
け
る

業
の
不
足
額
に
人
口
を
乗
じ
て
得
た
る
額

二
、
直
接
凶
税
附
加
税
及
び
特
別
地
耽
の
制
限
額
の
一
人
卒
均
額
が
全
国
平
均
に
蓮
せ
F
d

る
道
府
牒
に
於
げ
る

其
の
不
足
額
に
人
口
を
乗
じ
て
得
た
る
額

に
よ
っ
て
按
分
す
る
静
で
あ
る
。
然
し
各
地
方
の
鰹
梼
カ
又
は
租
税
負
権
能
力
ぞ
見
る
の
に
は
此
の
二
つ
の
標
準

以
外
に
各
種
の
指
数
を
作
り
之
を
標
準
と
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
恒
り
に
此
の
二
つ
の
標
準
を
と
る
と
す

る
も
更
に
考
へ
直
す
必
要
が
な
か
ら
う
か
。
一
と
二
と
に
於
て
全
闘
卒
均
に
蓮
せ
、
ざ
る
道
府
牒
相
互
間
の
財
政
は

此
の
交
付
金
で
通
営
に
調
整
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
金
圃
平
均
以
上
の
道
府
牒
相
互
聞
の
財
政
の
調
整
と
金

地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
批
剣
ナ
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占
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地
方
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調
整
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付
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四

園
.
牛
均
未
満
の
道
府
牒
と
会
同
卒
均
以
上
の
道
府
牒
と
の
聞
に
於
げ
る
財
政
の
調
整
と
は
之
を
期
す
る
事
が
出
来

な
い
の
で
あ
る
。
郎
ち
此
の
交
付
金
の
重
心
が
財
政
調
整
と
云
ふ
事
よ
り
も
寧
ろ
資
力
薄
弱
地
方
闇
韓
の
救
助
と

云
ふ
事
に
存
す
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。

此
等
の
諸
馳
を
考
察
す
る
時
に
は
本
法
案
に
相
営
の
修
正
を
加
へ
る
事
に
よ
っ
て
始
め
て
所
期
の
一
目
的
ぞ
達
す

る
事
が
出
来
る
誇
で
あ
る
。

凶!窮

，:n. 

1宙

l論

要
す
る
に
地
方
財
政
調
繋
交
付
金
制
度
な
る
も
の
は
地
方
財
政
を
改
革
す
る
有
力
な
る
一
案
で
あ
る
事
は
騒
な

い
の
で
あ
る
が
、
本
交
付
金
を
地
方
財
政
救
済
の
唯
一
の
明
策
の
如
〈
考
へ
て
こ
れ
の
み
車
濁
に
切
り
離
し
直
ち

に
賀
行
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
至
つ
て
は
問
題
で
あ
る
。

先
づ
最
初
に
国
家
財
政
と
地
方
財
政
と
云
ふ
大
な
る
膿
系
が
め
っ
て
、
そ
れ
を
調
和
す
る
棋
と
し
て
地
方
財
政

調
整
交
付
金
に
る
も
の
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
然
ら
ば
地
方
財
政
調
整
交
付
金
が
棋
の
役
割

ぞ
演
中
る
に
果
し
て
遁
営
の
も
の
で
あ
る
か
と
云
ふ
事
を
先
決
問
題
と
し
て
考
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
交
付
金
そ

れ
自
悼
の
性
質
が
よ
い
か
ら
と
云
っ
て
他
の
制
度
と
の
闘
係
に
於
で
不
都
合
の
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
遺
憾
乍
ら
賀
行

出
来
な
い
の
で
あ
る
。
是
れ
全
て
の
枇
曾
制
度
を
取
扱
ふ
に
嘗
り
遵
奉
す
べ
き
態
度
で
は
な
か
ら
う
か
。

更
に
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
眼
目
た
る
配
分
標
準
の
指
敷
の
内
容
に
つ
い
て
種
々
の
疑
問
が
存
し
て
ゐ
る
の

一
地
方
の
鰹
掛
能
力
を
測
定
す
る
指
数
は
綜
合
指
数
に
よ
る
べ
き
か
軍
純
指
数
に
よ
る
べ
き
か
、
単
純

で
あ
る
。



指
数
に
よ
る
と
し
て
如
何
な
る
標
準
を
と
る
ぺ
き
か
、
綜
合
指
数
を
使
用
す
る
と
せ
ば
各
種
の
構
成
要
素
を
如
何

に
組
み
合
は
す
べ
き
か
に
閲
し
て
種
々
の
問
題
が
生
中
る
の
で
あ
る
。
此
の
勅
に
就
て
も
地
方
財
政
調
整
交
付
金

は
も
う
一
屠
蝉
き
を
か
け
る
必
要
が
な
か
ら
う
か
。

以
上
の
珂
由
よ
り
在
ば
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
如
き
方
策
を
用
ひ
て
我
が
地
方
財
政
の
行
詰
り
を
打
開
せ
ん

と
す
る
努
力
に
劃
し
て
は
永
安
事
務
官
に
敬
意
ケ
捕
ふ
の
で
あ
る
が
、
本
交
付
金
ぞ
支
持
せ
ら
る
る
事
熱
心
な
る

飾
り
に
本
交
付
金
の
分
配
標
準
の
定
め
方
が
快
勤
な
き
も
の
の
如
く
主
張
せ
ら
れ
、
本
交
付
令
の
牌
来
に
於
て
国

家
財
政
と
地
方
財
政
と
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
何
等
の
心
配
な
し
と
断
定
せ
ら
れ
る
事
は
少
し
行
き
過
ぎ
た

議
論
で
は
な
か
ら
う
か
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。

A
A
7

や
積
一
炉
凶
家
財
政
は
非
常
時
対
政
の
色
彩
を
帯
び
昭
和
八
年
度
の
歳
入
歳
出
組
橡
算
は
エ
十
二
億
三
千
九
百

偉
方
固
に
上
り
、
而
も
歳
出
経
常
部
は
十
三
億
五
千
九
百
九
十
傍
万
固
に
し
て
歳
入
解
常
部
十
二
一
億
八
千
九
百
偉

万
固
を
超
過
す
る
事
、
質
に
七
千
万
固
と
云
ふ
有
様
で
あ
る
。
此
の
事
は
必
然
的
に
国
民
の
租
税
負
擢
を
増
さ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
租
税
念
国
家
一
炉
徴
牧
す
る
に
し
て
も
地
方
圃
曜
が
徴
収
す
る
と
し
て
も
、
租
粧
を
支
掛

ふ
の
は
等
し
く
圃
民
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
で
あ
る
。
此
の
際
に
根
本
的
に
凶
費
と
地
方
費
と
を
考
へ
直
し
国
家
財
政

と
地
方
財
政
と
を
通
じ
て
租
税
瞳
系
の
改
造
を
計
る
必
要
が
あ
る
。
財
政
調
整
交
付
金
の
作
用
は
此
の
際
最
4

柄、有

力
に
後
揮
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
折
角
の
内
務
省
の
名
案
で
あ
る
か
ら
、

E
う
か
し
て
育
て
上
げ
た
い
と
思
ム
憐

り
忌
悌
な
き
批
判
を
加
へ
七
の
で
あ
る
が
、
地
方
財
政
調
政
交
付
金
案
が
一
層
洗
練
せ
ら
れ
七
形
で
出
て
く
れ
ば

私
の
目
的
炉
建
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

地
方
財
政
調
強
交
付
金
を
批
剣
ナ
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